
大治町住宅用地球温暖化対策設備設置補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1 条 大治町住宅用地球温暖化対策設備設置補助金（以下「補助金」という。）

は、地球温暖化防止対策に取り組む事業の一環として、環境にやさしいエネル

ギーの利用を積極的に支援するため、住宅用地球温暖化対策設備（以下「設備」

という。）を設置する者に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その

交付に関しては、大治町補助金等交付規則（平成９年大治町規則第６号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条  この要綱において、補助金の交付対象設備とその概要は以下のとおりと

し、補助の要件は別表第１に掲げるものとする。 

（１）住宅用太陽光発電施設 

太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設

備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系された低圧配

電線に余剰の電力が逆流されるもの 

（２）家庭用エネルギー管理システム（ＨＥＭＳ） 

家庭での電力使用量等を自動で実測し、エネルギーの「見える化」を図

るとともに、機器の電力使用量などを調整する制御機能を有するもの 

（３）家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 

燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、ＬＰガ

ス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、

発電時の排熱を給湯等に利用できるもの 

（４）定置用リチウムイオン蓄電システム 

リチウムイオン蓄電部（リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネ

ルギーを供給する蓄電池をいう。）及びインバータ等の電力変換装置を備え、

再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、停

電時や電力需要ピーク時等に、必要に応じて電気を活用することができる

もの 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいず

れかを満たした者とする。 

（１）自ら居住し、又は居住を予定する町内の住宅（店舗、事務所との併用住

宅を含む。）に新たに補助対象設備を設置する者 

 



（２）町内において自ら居住するために補助対象設備付き新築住宅（以下「建

売住宅」という。）を購入する者 

２ 申請年度内に設備の運用を開始することができる者 

３ 各補助対象設備に対する補助金の交付は、１世帯につき１回限りとする。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、設備

の設置に要する費用とする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表２のとおりとする。 

 （交付の申請） 

第６条 規則第３条の規定により補助金の交付を受けようとする者（以下「補助

事業者」という。）は、設備に係る設置工事を着手する前に、大治町住宅用地球

温暖化対策設備設置補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付

し、町長に提出するものとする。 

（１）補助対象設備に係る経費が明記されている工事請負契約書又は売買契約

書の写し 

（２）補助対象設備を設置しようとする住宅の位置図 

（３）補助対象設備設置予定場所の工事着手前の現況が確認できるカラー写真

ただし、建売住宅の場合は、補助対象設備設置場所の住宅全景のカラー写

真及び次に挙げるカラー写真とする。 

 ア 住宅用太陽光発電設備においては、設置した太陽電池モジュールすべてが

確認できるもの 

 イ 家庭用燃料電池コージェネレーションシステムにおいては、補助対象設備

本体と本体に貼付されている燃料電池ユニット及び貯湯ユニットの型式と製

造番号が確認できるもの 

 ウ 定置用リチウムイオン蓄電システムにおいては、補助対象設備本体と本体

に貼付されている型式と製造番号が確認できるもの 

 エ 家庭用エネルギー管理システムにおいては、補助対象設備の本体と端末モ

ニターが確認できるもの 

（４）建売住宅の場合は建築確認済証の写し 

（５）その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、補助金交付申請の受付を先着順に行うものとする。 

３ 町長は、補助金交付申請に係る補助金の合計額が予算の範囲内を超えると認

められるときは、前項の規定にかかわらず、申請の受付を停止することができ

る。 



 （交付の決定） 

第７条 町長は、規則第４条の規定により補助金の申請があり、その内容を審査

し、適当と認めたときは、速やかに大治町住宅用地球温暖化対策設備設置補助

金交付決定通知書（様式第２号）により、補助事業者に通知するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の交付決定通知書に記載の補助金交付決定日以降に設備

の設置工事を着手することが、又は建売住宅の場合は、補助対象設備が設置さ

れた建物の引渡しを受けることができる。 

３ 町長は、必要があると認めるときは、交付決定に関し条件を付すことができ

る。 

 （計画の変更等） 

第８条 補助事業者は、交付決定通知を受けた後、設備の設置を中止しようとす

るとき又は設備の設置計画の変更を行うときは、大治町住宅用地球温暖化対策

設備設置補助金計画変更・中止承認申請書（様式第３号）を町長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の承認をしたときは、大治町住宅用地球温暖化対策設備設置補

助金計画変更承認通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知するものと

する。 

３ 町長は、必要があると認めるときは、前項の承認に関し条件を付すことがで

きる。 

 （実績報告） 

第９条 規則第１０条の規定により補助事業者は、システムの設置工事が完了し

た日から起算して３０日を経過した日又は当該年度の３月１０日（その日が本

町の休日に当たる場合は、その日以後において最も近い本町の休日でない日）

のいずれか早い日までに、大治町住宅用地球温暖化対策設備設置補助金実績報

告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならな

い。 

（１）補助対象設備の設置費に係る内訳書及び領収書の写し 

（２）申請者が当該住宅に居住していることを示す住民票の写し（発行後３ヶ

月以内のもの） 

（３）システムの設置状況が分かるカラー写真。ただし、建売住宅で交付申請

時に上記のカラー写真を提出している場合は除く。 

（４）住宅用太陽光発電施設においては、電力会社との電力受給契約を証明す

る書類の写し 

（５）家庭用燃料電池コージェネレーションシステムにおいては、以下のとお

りとする。 



 ア 補助対象設備の保証書の写し（補助対象者の氏名、保証の開始日が記載さ

れたもの） 

イ 補助対象設備本体と本体に貼付されている燃料電池ユニット及び貯湯ユニ

ットの型式と製造番号が確認できるカラー写真。ただし、建売住宅で交付申

請時に上記のカラー写真を提出している場合は除く。 

（６）定置用リチウムイオン蓄電システムにおいては、以下のとおりとする。 

 ア 補助対象設備の保証書又は出荷証明書の写し（補助対象者の氏名、保証の

開始日が記載されたもの） 

イ 補助対象設備本体と本体に貼付されている型式と製造番号が確認できるカ

ラー写真。ただし、建売住宅で交付申請時に上記のカラー写真を提出してい

る場合は除く。 

（７）家庭用エネルギー管理システムにおいては、以下のとおりとする。 

 ア 補助対象設備の保証書又は出荷証明書の写し（補助対象者の氏名、型式と

製造番号、保証の開始日が記載されたもの） 

イ 補助対象設備本体と端末モニターが確認できるカラー写真。ただし、建売

住宅で交付申請時に上記のカラー写真を提出している場合は除く。 

（８）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の完了日とは、次に掲げる日のうちで、いずれか遅い日とする。 

（１）補助対象設備の保証書に記載される保証の開始日（ただし、住宅用太陽

光発電設備の場合は、電力会社の発行する「発電設備の系統連系に関する

お知らせ」等の電力受給契約を証明する書類に記載される系統連系の開始

日とする。） 

（２）補助対象設備の設置工事に係る支払いが完了した日 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 町長は、規則第１１条の規定により実績報告があり、その内容を審査

し、適当と認める場合には、大治町住宅用地球温暖化対策設備設置補助金交付

額確定通知書（様式第６号）を補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第１１条 補助事業者は、前条の通知を受理したときは、大治町住宅用地球温暖

化対策設備設置補助金交付請求書（様式第７号）を町長に提出しなければなら

ない。 

２ 町長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付

するものとする。 

 （処分の承認） 

第１２条 規則第１６条の規定により補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等



に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数の期間内にお

いて、当該システムを処分しようとするときは、あらかじめ大治町住宅用地球

温暖化対策設備処分承認申請書（様式第８号）を町長に提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、天災地変その他自らの責に帰すことのない理由

により当該システムが毀損し、又は滅失した場合はこの限りでない。 

 （補助金交付決定の取消し） 

第１３条 町長は、規則第１３条の規定により補助事業者が次の各号のいずれか

に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

（１）不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金交付の条件に違反したとき。 

（３）前条の規定により当該システムを処分したとき。 

（補助金の返還） 

第１４条 町長は、規則第１３条の規定により補助金の交付の決定を取り消した

場合は、補助事業者に対し、交付した補助金の返還を命ずることができる。 

 （加算金及び遅延利息） 

第１５条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、

規則第１５条に定める加算金及び遅延利息を町に納付しなければならない。 

 （協力） 

第１６条 町長は、補助事業者に対して、必要に応じてシステムに関するデータ

の提供やその他の協力を求めることができる。 

 （雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

 （大治町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の廃止） 

２ 大治町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成２４年告示第

１８号）は、廃止する。 

 （大治町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措

置） 

３ この告示の施行の際現に前項の規定による廃止前の大治町住宅用太陽光発電

システム設置費補助金交付要綱の規定によりなされた手続きその他の行為に関

しては、この告示の施行後も、なおその効力を有する。 

   附 則 



この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

設備 要件 

共通 

（１） 未使用品であること。 

（２） 愛知県が実施する愛知県住宅用地球温暖化対策設

備導入促進費補助金の対象要件を満たすものであ

ること。 

住宅用太陽光発電

施設 

（１） 家庭用エネルギー管理システム及び定置用リチウ

ムイオン蓄電システムを同時に設置するものであ

ること。 

（２） 住宅（店舗との併用住宅を含む。）の屋根等への設

置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連係し、か

つ、太陽電池の最大出力（対象システムを構成する

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値（単位

はキロワットとし、小数点以下第２位未満を切り捨

てて算出する。）とする。）が１０キロワット未満で

あること。ただし、増設の場合は、既設分を含めて

１０キロワット未満であること。 

（３） 電力会社と電力受給契約を締結していること。 

家庭用エネルギー

管理システム 

（ＨＥＭＳ） 

住宅用太陽光発電システム及び定置用リチウムイオン

蓄電システムを同時に設置するものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第５条関係） 

 設備の種類 補助金の額 

組合せに

よる補助 

住宅用太陽光発電施設 

家庭用エネルギー管理システム 

（ＨＥＭＳ） 

定置用リチウムイオン蓄電シス

テム 

定額６０，０００円とする。 

単独補助 

家庭用燃料電池コージェネレー 

ションシステム 
定額３０，０００円とする。 

定置用リチウムイオン蓄電シス

テム 

定額３０，０００円とする。 

ただし、他補助対象設備と同時に

申請する場合は、組合せによる補

助を優先する。 

 


